
中心線
必ずお読みください

〒340-0022　埼玉県草加市瀬崎5-24-11

電話・ファックスでのお問い合わせ
TEL:048-921-1211  FAX:048-921-1311

メールでのお問い合わせ
info@toeilight.co.jp

■ 本製品に関するご質問・お問い合わせ先 ■

体操用マット (一般運動用マット )　取扱説明書

SGマークは製品安全協会が定める SG基準に適合するものとして
認証された製品に表示される安全・安心マークです。

警告/注意表示について
・本製品を使用するにあたっての注意事項になります。重要な内容となりますので
　下記の説明を読んで使用してください。
・取扱説明書は必ず保管してください。

この取扱説明書を必ずお読みの上、大切に保管してください。
※使用する方がいつでも見られるように必ず保管してください。

※本製品の保証期間はご購入日より一年間です。万一、正しく使用し保証期間内に異常・破損が
　見つかった場合は無償で修理・交換致します。

■無断で改造を行った場合　　　  ■火災・水害など天災による場合
■使用者の故意・過失による場合　　 ■指定された場所以外での使用
■国内以外での使用　　　　　　　 ■定期的な安全点検がされていない場合

※取扱説明書に準じない不適切な取扱いをした場合や下記の事項に該当する場合は、保証期間内で
  あっても保証出来ない場合がございます。

※管理者の方は使用する方へ本取扱説明書の注意事項をご指導してください。

梱包を開けたらすぐに製品に異常がないか、不足品がないかの確認を行ってください。製品には
万全を期していますが、万一部品不足等がありましたら弊社お問い合わせ先までご連絡ください。

警告使用方法を守らなかった場合、死亡・重傷など重大な事故につながることが
あります。

注意使用方法を守らなかった場合、けがや製品の物損につながることがあります。

警告使用方法を守らなかった場合、死亡・重傷など重大な事故につながることが
あります。

注意使用方法を守らなかった場合、けがや製品の物損につながることがあります。

管理者 /責任者の方は本紙：取扱説明書の内容を理解した上で、警告内容や
注意事項を使用する方へ周知徹底を行ってください。

・マットを使用する床面は平たんでささくれや割れ・鋭利な突起など、異常がない事
　を確認してから正しく敷いてください。

・マットを使用する際は、各部に使用上支障のある異常がないことを確認してから
　使用してください。
　□着地面に変形やシワがないこと
　□外被やヘリに変形・破れ・汚れ・めくれなどがないこと
　□とじに破損やほつれなどがないこと
　□取っ手に破損や変形がないこと
　□内部構造材に芯のズレ・破損・へたりなどがないこと

・マットの取っ手が足にかかるなど、使用上支障をきたすような場合はマットの下に
　折り込むなどして使用してください。

・マットを使用する場合は、必ず着地面を上にして使用してください。

・管理者を定め、設置・移動・使用・点検等の際に、注意・指導を行い安全に取り扱っ
　てください。

・本来の目的以外でのご使用は行わないでください。

・マットが滑りやすい状態にある場合は、床面の上にゴムマットなどの滑り止め処置を
　施して使用してください。

・ 使用方法を周知しないまま使用すると、重大な事故に繋がる恐れがあります。
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■ 本製品に関するご質問・お問い合わせ先 ■

移動中のご注意 各部の名称

安全点検について

保管上のご注意

・マットを移動する際は管理責任者の指導のもと、マットの重さや大きさに応じて持
　つ位置や持ち運ぶ人数を適正に選択してください。

・マットを移動する際は床面を引きずらないように、しっかりとバランスを保ちながら
　移動してください。

・衛生面に留意し、直射日光の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。

・マットには角のとがった鋭利なものが触れないようにし、重いものを載せないでくだ
　さい。

・マットは無理に折り曲げず、広げた状態で平たんな場所で重ねて保管してください。
　重ねて保管しているマットの上に乗ったり、周辺でふざけたりしないでください。
　非常に危険です。

・体操マットの点検は別紙「安全点検表」により定期的に必ず実施してください。
　点検結果に基づき適正な処置を行ってください。

・定期点検とは別に「安全点検表」に準じた点検を日常的に行ってください。

・定期点検や日常点検において異常が見つかった時は、ただちに使用を中止し修
　理または部品交換を行ってください。

・別紙、「安全点検表」は原紙として保管し、コピーして使用してください。

③着地面

⑤ヘリ

④外被

①とじ
厚さ

②取っ手

⑥内部構造材
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■ 本製品に関するご質問・お問い合わせ先 ■

<<体操マット (一般運動用マット )安全点検表>>
年度安全点検表

・安全点検は定期的に実施し、点検記録を残してください。
・下記の点検内容にもとづいて日常点検を行ってください。
・異常が確認された場合はただちに使用を中止し、購入先 (販売代理店 )様もしくはトーエイライトまで
　連絡を行い、修理・または部品交換など適切な処置を行ってください。

購入日

年　　　月　　　日
備品管理番号

購入先 (販売代理店 )
・販売店名

・住所

・電話番号

学校名またはご担当者 (責任者 )
・学校名 (ご担当者 )

・住所

・電話番号

点検内容 点検方法標準耐用年数
点検時期 点検結果

処理 検印点検箇所 年 .　 月
例

正常 調整 補修 交換
坂本○ 大きなしわを発見。購入先に修理を依頼する。2015.12

③着地面

⑤ヘリ

④外被

①とじ

②取っ手

⑥内部構造材

※この安全点検表はあらかじめ下段の必要事項をご記入の上、コピーをとりお使いください。

目視
及び
触感

目視
及び
触感

目視
及び
触感

目視
及び
触感

目視
及び
触感

目視
及び
触感

変形、シワなどの緩みなどないか確認する。

糸のほつれ、著しい変形、破損、めくれなどがないか確認する。

亀裂・著しい摩耗、破損、よごれなどがないか確認する。

糸のほつれ、著しい変形、破損、めくれなどがないか確認する。

糸のほつれ、著しい変形、破損などがないか確認する。

芯のズレ、へたりなどがないか確認する。
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